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お知らせ版

平成30年度から国民健康保険税の納期が変更になります

国民健康保険税 納期変更のご案内

国民健康保険税の普通徴収（納付書または口座振替）における算定方法は、

1 期と 2 期で前年課税額の 9 分の 1 ずつを暫定的な税額とする「暫定賦課」を

実施していましたが、 平成 30 年度より、 前年所得をもとに税額を決定する本算

定のみの方法に変更します。 これに伴い納期の回数がこれまでの 9 期から 8 期

になりますので、 ご確認のうえ納期限内納付にご協力をお願いします。

問 国保年金課（千代田庁舎）

平成 29 年度まで

平成 30 年度から

これまでは、 所得確定前に税額を仮算定する暫定賦課を実施していたことから、

納税通知書を年2回送付していました。

仮算定を廃止し前年中の所得確定後に保険税の算定を1回で行うため、 納税通

知書の送付が1回となります。

※  納期限は各納付月の末日（月末）ですが、 その日が土曜・日曜日、 祝日などにあたるときには、 次の平日が

納期限となります。 （12月は除きます。）

▼特別徴収（年金天引き）対象の方は、 変更ありません

これまでと同じ、 年金支給月の年6回での納付です。

▼通知が年1回となります

4月と 8月の年2回送付していた納税通知書が、 7 月の 1回のみ送付となります。

▼納期の回数が変更になります

これまでは納付回数が9回（1期～9期）でしたが、 8 回（1 期～ 8 期）に変更となります。
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通 知 書
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「
県
民
交
通
災
害
共
済
」加
入
受
付
開
始

県
民
交
通
災
害
共
済
は
、
加
入
者
が
交
通
事

故
に
よ
り
災
害
を
受
け
た
場
合
に
、
治
療
実
日

数
に
応
じ
た
共
済
見
舞
金
を

支
払
う
制
度
で
す
。
万
一
の
交

通
事
故
に
備
え
、
家
族
そ
ろ
っ

て
加
入
し
ま
し
ょ
う
。

会
費

[

高
校
生
以
上]

９
０
０
円

[

中
学
生
以
下]

５
０
０
円

共
済
期
間

４
月
１
日
日
か
ら
平
成
３１
年
３
月

31
日
日

㊟ 

４
月
１
日
以
降
加
入
の
場
合
は
、
申
込
日
の

翌
日
か
ら
平
成
３１
年
３
月
31
日
ま
で
の
共
済

く　

ら　
し

募　

集

国
家
公
務
員
募
集

人
事
院
は
、
次
の
と
お
り
国
家
公
務
員
採
用

試
験
を
行
い
ま
す
。

▼
総
合
職
試
験（
院
卒
者
・
大
卒
程
度
）

受
付
期
間

３
月
30
日
金
～
４
月
９
日
月

第
１
次
試
験

４
月
29
日
日

▼
一
般
職
試
験（
大
卒
程
度
）

受
付
期
間

４
月
６
日
金
～
４
月
18
日
水

第
１
次
試
験

６
月
17
日
日

▼
一
般
職
試
験（
高
卒
者
・
社
会
人[

係
員
級]

）

受
付
期
間

６
月
18
日
月
～
６
月
27
日
水

第
１
次
試
験

９
月
２
日
日

※ 

申
し
込
み
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に

よ
り
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

問 

人
事
院
関
東
事
務
局

☎
０
４
８
（
７
４
０
）
２
０
０
６
～
８

▼広報誌へのご意見をお寄せください ▼メール ・ ハガキ ・電話などいずれの方法でも結構です

相　

談

な
ん
で
も
か
ん
で
も
相
談

「
ひ
き
こ
も
っ
て
い
る
子
ど
も
の
将
来
が
心
配
」

「
相
続
や
不
動
産
、
離
婚
問
題
な
ど
で
困
っ
て
い

る
」「
障
害
年
金
に
つ
い
て
知
り
た
い
」な
ど
、
些

細
な
こ
と
か
ら
専
門
的
な
こ
と
ま
で
あ
な
た
の
悩

み
を
お
聞
き
し
ま
す
。

日
時

3
月
17
日
土
午
後
１
時
半
～
４
時
半

場
所

や
ま
ゆ
り
館

※ 

司
法
書
士
、
行
政
書
士
に
よ
る
法
律
相
談
は

予
約
制
と
な
り
ま
す
。

問 

社
会
福
祉
協
議
会

☎ 

０
２
９
（
８
９
８
）
２
５
２
７

第
28
回
と
な
る
か
す
み
が
う
ら
マ
ラ
ソ
ン
が
４

月
15
日
日
に
開
催
し
ま
す
。
大
会
実
行
委
員
会

で
は
、
こ
の
大
会
を
支
え
て
く
れ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
ス
タ
ッ
フ
を
募
集
し
ま
す
。

内
容

フ
ル
マ
ラ
ソ
ン
の
コ
ー
ス
で
、
１
キ
ロ
ご
と

に
キ
ロ
標
示
看
板
を
持
っ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
な
お
、
２
人
以
上
の
グ
ル
ー
プ
で

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

キ
ロ
表
示
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集

人 事 院 HP

コ
ン
ビ
ニ
交
付
手
数
料
減
額
措
置
の
終
了

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用
し
た
コ
ン
ビ
ニ

で
の
住
民
票
・
印
鑑
証
明
書
の
交
付
手
数
料
減

額
措
置
は
、
平
成
30
年
3
月
31
日
を
も
っ
て
終

了
し
ま
す
。
減
額
措
置
に
よ
り
２
０
０
円
で
交
付

し
て
お
り
ま
し
た
が
、
平
成
30
年
4
月
１
日
か

ら
１
通
３
０
０
円
と
な
り
ま
す
。

減
額
措
置
が
な
く
な
っ
て
も
、
コ
ン
ビ
ニ
交
付

は
全
国
の
コ
ン
ビ
ニ
で
午
前
6
時
半
～
午
後
11

時
ま
で
毎
日（
12
月
29
日
～
１
月
3
日
を
除
く
）

利
用
で
き
る
大
変
便
利
な
も
の
で
す
。
ぜ
ひ
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
作
成
し
て
、
コ

ン
ビ
ニ
交
付
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問 

市
民
課（
千
代
田
庁
舎
）

造
林
用
苗
木
の
あ
っ
せ
ん

愛
玩
用
家
畜
の
飼
養
状
況
報
告
に
つ
い
て

新
規
就
農
を
お
考
え
の
方
へ（
相
談
窓
口
）

「
き
ず
な
ボ
ッ
ク
ス
」を
ご
活
用
く
だ
さ
い

ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
な
ど
造
林
用
苗
木
の
あ
っ
せ
ん

を
し
て
い
ま
す
。
種
類
や
価
格
な
ど
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
込
期
限

３
月
２０
日
火

※
25
本
単
位
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

▼
造
林
事
業
の
補
助
制
度

�

本
数
や
面
積
な
ど
一
定
の
条
件
を
満
た
せ

ば
、
造
林
事
業
の
補
助
対
象
に
な
り
ま
す
。

補
助
制
度
を
利
用
し
た
い
方
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

問 

農
林
水
産
課（
霞
ヶ
浦
庁
舎
）

家
畜
を
飼
育
さ
れ
て
い
る
方
は
、
愛
玩
用
で

あ
っ
て
も
家
畜
伝
染
病
予
防
法
に
基
づ
き
、
毎

年
２
月
１
日
現
在
の
飼
育
頭
羽
数
な
ど
を
県
に

報
告
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

報
告
が
必
要
な
家
畜
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

対
象

牛
、
水
牛
、
鹿
、
め
ん
羊
、
山
羊
、
馬
、
豚
、

市
で
は
、
地
域
で
最
も
身
近
な
窓
口
と
し
て
、

新
た
に
農
業
を
始
め
た
い
と
お
考
え
の
皆
さ
ん

の
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

相
談
窓
口

農
林
水
産
課（
霞
ヶ
浦
庁
舎
）

問 

農
林
水
産
課（
霞
ヶ
浦
庁
舎
）

ご
家
庭
で
余
っ
た
食
品
を
入
れ
て
い
た
だ
く
こ

と
で
、
生
活
困
窮
世
帯
な
ど
へ
の

食
の
支
援
を
行
い
ま
す
。
皆
さ
ま
の

ご
支
援
、よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

設
置
場
所

あ
じ
さ
い
館
、
Ｊ
Ａ
土
浦 

農
協
そ

ば（
下
稲
吉
２
６
３
３
‐
１
４
）

問 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
フ
ー
ド
バ
ン
ク
茨
城

☎
０
２
９
（
８
７
４
）
３
０
０
１

霞
ヶ
浦
駐
屯
地
・
関
東
補
給
処
記
念
行
事

「
霞
ヶ
浦
駐
屯
地
開
設
65
周
年
・
関
東
補
給

処
創
立
20
周
年
記
念
行
事
」が
行
わ
れ
ま
す
。

日
時

５
月
26
日
土
午
前
９
時
～
午
後
４
時

場
所

陸
上
自
衛
隊
霞
ヶ
浦
駐
屯
地（
土
浦
市
）

▼広告掲載企業を募集しています。 会社やお店の宣伝、 商品の紹介にご活用ください。 対象や料金など、 詳しくは情報広報課（霞ヶ浦庁舎）にお問い合わせください。 ▼ニセ電話詐欺にご注意ください。 不審な電話を受けた時には、 最寄の警察署もしくはニセ電話詐欺相談ダイヤル（☎ 029 ‐ 301 ‐ 0074）まで通報を !

県
南
エ
リ
ア 

イ
ベ
ン
ト
情
報

か
す
み
が
う
ら
マ
ラ
ソ
ン 

ラ
ン
ナ
ー
ズ
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ

か
す
み
が
う
ら
マ
ラ
ソ
ン
兼
盲
人
マ
ラ
ソ
ン
に

集
ま
っ
た
ラ
ン
ナ
ー
の
選
手
村
に
、
地
元
の
特
産

品
や
土
浦
の
カ
レ
ー
を
は
じ
め
各
地
の
ご
当
地

グ
ル
メ
が
大
集
合
。
応
援
の
方
も
ぜ
ひ
ご
来
場

く
だ
さ
い
。

日
時

４
月
15
日
日
午
前
10
時
～
午
後
５
時

場
所

川
口
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル
５
０
５

（
土
浦
市
川
口
１
‐
３
）

主
な
内
容

 

チ
ャ
リ
テ
ィ
大
鍋
炊
き
出
し
、
県
内

外
の
ご
当
地
グ
ル
メ
飲
食
・
特
産

品
ブ
ー
ス
、
ス
テ
ー

ジ
イ
ベ
ン
ト

問 

土
浦
市
商
工
観
光
課

☎
０
２
９
（
８
２
６
）
１
１
１
１ 大 会 Ｈ Ｐ

大 会 Ｈ Ｐ

霞 ヶ 浦 駐 屯 地 Ｈ Ｐ

フードバンク茨城ＨＰ

期
間
と
な
り
ま
す
。

見
舞
金
額
の
例

・
治
療
実
日
数
３
日　
…　
２
万
円

・
治
療
実
日
数
１
８
１
日　
…　

30
万
円

・
死
亡　
…　
１
０
０
万
円

申
込
方
法

会
費
を
添
え
て
、
総
務
課（
千
代

田
庁
舎
）・
情
報
広
報
課（
霞
ヶ
浦

庁
舎
）・
中
央
出
張
所
で
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。（
土
日
祝
除
く
）

問 

防
災
安
全
室（
千
代
田
庁
舎
）

い
の
し
し
、
鶏
、
あ
ひ
る
、
う
ず
ら
、
キ
ジ
、

ダ
チ
ョ
ウ
、
ほ
ろ
ほ
ろ
鳥
、
七
面
鳥

※
ペ
ッ
ト
で
も
報
告
の
必
要
が
あ
り
ま
す
。

※ 

犬
、
猫
、
う
さ
ぎ
、
イ
ン
コ
な
ど
は
対
象
外
。

※ 

報
告
方
法
な
ど
、
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問 

茨
城
県
県
南
家
畜
保
健
衛
生
所

☎ 

０
２
９
（
８
２
２
）
８
５
１
８

放
送
大
学
４
月
生
募
集

放
送
大
学
は
、
テ
レ
ビ
放
送
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
を
通
し
て
学
ぶ
通
信
制
の
大
学
で
す
。
さ
ま

ざ
ま
な
目
的
で
幅
広
い
方
が
学
ん
で
い
ま
す
。

資
料
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

出
願
期
間

３
月
２０
日
火

問 

放
送
大
学
茨
城
学
習
セ
ン
タ
ー

☎ 

０
２
９
（
２
２
８
）
０
６
８
３ 放 送 大 学 Ｈ Ｐ

内
容

 

装
備
品
展
示
、
観
閲
行
進
・
観
覧
飛
行
、

装
備
品
試
乗（
戦
車
）、
ヘ
リ
地
上
滑
走
、

野
外
ミ
ニ
コ
ン
サ
ー
ト
な
ど

※ 

戦
車
お
よ
び
ヘ
リ
地
上
滑
走
は
、
事
前
申
し

込
み（
期
限

：

３
月
31
日
土
）が
必
要
で
す
。

詳
し
く
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
い
た
だ
く
か
、
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

問 

陸
上
自
衛
隊
霞
ヶ
浦
駐
屯
地
広
報
班

☎ 

０
２
９
（
８
４
２
）
１
２
１
１

募
集
期
限

３
月
16
日
金

※
代
表
者
が
電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※ 

当
日
着
用
す
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
ス
タ
ッ
フ
ジ
ャ
ン

パ
ー
を
進
呈
し
ま
す
。

問 

生
涯
学
習
課　
☎
０
２
９
（
８
９
７
）
０
５
１
１

有料広告欄 有料広告欄
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広報誌は環境にやさしい

植物油インキを使用しています。

風情ある古民家で
琴と舞による癒しの時

と き

間を

国指定文化財の椎名家住宅は、 かすみがうら市が

誇る東日本最古の古民家です。

この素晴らしい文化財を舞台と

して、 大正琴の演奏と子供たち

による日本舞踊の発表「古民家

和の祭典」を開催します。

▼日時 3月25日日午後 1時半

▼場所 国指定文化財 椎名家住宅（加茂 4148）

▼出演団体 ①大正琴 ひまわりの会

②かすみがうら日舞子供体験教室

▼主催 かすみがうら市市民学芸員の会

問 歴史博物館　☎ 029 ‐ 896 ‐ 0017

茨城の明日にかける「霞ヶ浦二橋」
早期実現に向け要望活動

霞ヶ浦二橋とは、 霞ヶ浦の 2 つの入り江（北：高浜

入り、 南：土浦入り）に橋を架け、 北は茨城空港を経

て茨城港常陸那珂港区へ、 南は首都圏中央連絡自

動車道（圏央道）および利根川に

架かる若草大橋を経て千葉県

の幕張新都心までを繋ぐ、 壮大

な地域振興を図る事業です。 実

現すれば、 交通利便性に加え交

流人口の拡大、 災害発生時に

おける物資の搬送や避難経路の

確保など、 茨城県全体にとって

大きな利点をもたらすものです。

▼霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟

現在 11 市町村（土浦市・ 石岡市・ 龍ケ崎市・

牛久市・ 稲敷市・ かすみがうら市・ 小美玉市・ 美

浦村・ 阿見町・ 河内町・ 利根町）で構成。 平成 8

年の設立以来、 霞ヶ浦二橋建設促進のための要

望活動や広報活動などを行っています。

▼本年度の要望活動

11月7日に茨城県議会議長、 企画部長、 土木

部長、 2 月8 日には茨城県知事に対して実施。 い

ずれも本同盟会長である坪井市長をはじめ構成市

町村の首長および顧問の県議会議員が県庁を訪

問し、 事業の必要性とともに、 建設にかかる調査

事業や県の次期総合計画における具体的な位置

づけを要望しました。 大井川知事からは「二橋建設

の有効性は理解して

おり、 基本的には前向

きに考えている」とのコ

メントを頂きました。

問 政策経営課（千代田庁舎）

平成30年 4月から
認知症初期集中支援チームを設置

地域包括支援センターの保健師 ・ 社会福祉士

などが、 認知症サポート医の指導のもと、 「認知症

が疑われる方」や「認知症の方」およびそのご家族を

訪問し、 初期（症状の初期、 関わりの初期）の支援を

包括的・ 集中的に（おおよそ 6 カ月）行い、 自立生活

のサポートをするチームです。

▼活動内容

自宅を訪問して様子を見たり話を聞くなどし、 今

後の対応について一緒に考え、 適切な医療や介護

につなげる支援を行います。

▼対象者

市内在住の 40 歳以上で、 在宅生活をしている

「認知症が疑われる方」または「認知症の方」で、 次

のいずれかに該当する方。

❶認知症の診断を受けていない方

❷継続的な医療サービスを受けていない方

❸適切な介護サービスに結びつけていない方

❹診断を受けたが、 介護サービスが中断している方

❺認知症の症状が強く、 対応が難しい方

◦�認知症は、 早期診断・ 早期対応により、 症状の進

行を遅らせたり、 介護負担の軽減につながる可能

性があります。 様子が気になる場合など、 お早め

にご相談ください。

問 地域包括支援センター ☎ ０２９9 ‐ 59 ‐ 2111

古民家和の祭典

霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟要望（陳情）活動認知症初期集中支援チームの設置
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茨城県知事に対する要望活動 （２月８日）

市火災見舞基金組合会員資格の
自動継続 （平成30年度） について

平成２９年12月末時点における火災見舞基金組合の

基金残高が規定額を満たしているため、 現在の会員の方

（霞ヶ浦地区） は、 平成30年度の会費は新たに納めずに

会員資格が自動継続されます。

なお、 現在の会員資格の確認や新規加入など、 ご不明

なことについては、 お問い合わせください。

問 霞ヶ浦中地区公民館　☎ 029 ‐ 897 ‐ 0511


